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平成３０年度 第 2 回能勢町子ども・子育て会議 

～議事録～ 

 

日 時：平成３０年 11 月 2８日(水)10:０0～11：55 

会 場：能勢町保健福祉センター１階 集団指導室 

出席者：小島会長・樺山副会長・宇佐美委員・宮部委員・八木委員・上佐古委員・三浦

委員・中脇委員・市村委員・三島委員・斎藤委員・中井委員・中谷委員 

         【計１３名】 

     関係機関：大阪府池田子ども家庭センター 田中総括主査 

傍聴者： １名 

事務局：  健康福祉部 瀬川部長・花﨑福祉課長・西村保育所長 

大植福祉係長・倉中福祉係主事・藤原社会福祉士、 

古嶋家庭教育専門員 

教育委員会 寺内教育次長、辻学校指導課長、古畑生涯教育課長 

 

次 第：１．開会 司会：花﨑課長 

２．議事 議長：小島会長 

① 次期能勢町子ども・子育て支援事業計画にかかるニーズ調査の実施について 

② 平成 30 年度子ども・子育て支援事業の取組状況について 

③ 教育・保育施設の利用定員の変更について 

④ その他 

      ３．閉会 
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それではあらためまして、皆さん、おはようございます。本日は、お

忙しい中、ご出席賜り誠にありがとうございます。定刻となりましたの

で、ただいまより平成 30 年度第 2 回能勢町子ども・子育て会議を開催

させていただきます。皆様方には公私何かとお忙しいなか、ご出席を賜

りまして誠にありがとうございます。 

 本日、後ほど資料確認をさせていただき、お手元の次第に基づきまし

て、ご審議を賜るわけでございますけれども、本日あらかじめ寺裏委員

から欠席のご連絡をいただいております。 

 次第の次にあります構成員の委員名簿を参照いただければと思います

けれども、よろしくお願いいたします。 

 なお、11 番能勢中学校の三好教頭（委員）におかれましては、申し訳

ありません、若干遅れてのご参加ということで、あらかじめ連絡を頂戴

しておりますので、併せてご報告を申し上げます。 

 また、本日につきましては、事務局側の席に、このたびご審議を賜り

ますけれども、次期能勢町子ども・子育て支援事業計画の作成に業務を

実施いたしますけれども、この業務を受託頂きました株式会社総合環境

計画大阪支社のお二人の橋本様と重松様にご出席を賜っております。 

 本会議は、公開でございます。この策定業務並びにこの会議の議事録

等の作成にもご協力をいただくことになっておりますので、よろしくご

理解をいただきたいと思います。 
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 このあと本日の会議以降、来年度にかけまして、この株式会社総合環

境計画様に本町の次期子ども・子育て支援事業計画の策定に向けて技術

的な面からのご支援、ご協力をいただき、この会議におきましても助言

等、頂戴することとしておりますので、あらかじめご紹介をさせていた

だきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、会議に入ります前に、資料の確認をさせていたさきたいと

思います。あらかじめ、ご送付申し上げております資料に加えまして、

本日資料当日配付といたしまして、追加の資料７と資料８、そして、カ

ラー刷りの冊子をお配りしております。本日あらかじめお配りをしてい

る資料等、お持ちでない方様、あるいは当日配付の資料がお手元の資料

に不足している方様がおられましたら、お申し出いただきたいと思いま

すが、大丈夫でしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、また後程、会議進行中にお気づきの点等ございましたら、

挙手にてお知らせをいただければと思いますので、よろしくお願いをい

たします。それでは、会議に入ってまいります。開会にあたりまして、

小島会長よりご挨拶を頂戴したいと思います。どうぞ、よろしくお願い

申し上げます。 

失礼いたします。あらためまして、皆さんおはようございます。本日

はこの会議に皆様、ご出席をいただきまして、誠にありがとうございま

す。第１回は暑い夏の会議に始まりまして、第２回目になるわけでござ

いますけれども、ほんとに、１回目から２回目の間に、日本列島は記録

的な豪雨、そして、直撃する台風、地震等々、天災に見舞われ、本当に

我々不安でもありましたし、災害に心を痛める毎日が続いておりました。

今日ご出席をくださっている皆様方、災害等々いかがでしたでしょうか。

遅くなりましたけれども、お見舞いを申し上げたいと思います。さて、

それから４カ月余りたちました。どんどん日差しが短くなってまいりま

すと、朝夕寒さも増してまいります。そんななかで一段とすばらしさを

感じるのが、緑の能勢の山々がどんどんと変化をし、美しさを呈する、

そんな昨今に痛めた心が癒されるような気がします。私は自分の健康の

ためにと、わずかな時間を利用して歩いているんですけれども、最近少

し高台のところに行きますと、思わず足が止まって四方の山々を眺めて

なんかほっと一息でるような、そんな気がする今日でございます。また、

高台から少々降りてまいりまして、ふと周囲の山々の小さな木、しかも

落葉樹に目をやりますと、とってもその落葉樹がきれいでしばらくずっ

と見入っておりますと、一本の木から出ている葉をじっとみていますと、

形も違います、大きさも違っています、そして、今ですと、色づきの度

合いも違っています。そんなものを見てまた次の一息をついております

と、ふと思い出されたのが、「みんなちがって、みんないい。」という金

子みすゞさんの詩を思い出しました。そんななかで、思い出したときに、

「みんなちがって、みんないい。」そんな共生社会のなかで、子どもが健

やかに育つだろうし、そして、みんな違ってみんないい、そんな共生社

会ができれば、子育て中の皆さんも、おおらかな子育てができるんじゃ

ないかなという気持ちがでてきました。そんななかで、今日の会議が共
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生社会の実現のために、なんか一助を担うことができたら、とってもす

ばらしいなと思っております。今日は先ほどご説明がありましたように、

能勢町の子ども・子育て事業の第２弾ともうしましょうか、来年度が期

限だったとおもいますが次期計画策定のためのニーズ調査等々を含んだ

お話合いとか、２７年度から確かこの事業が始まったと思いますので、

もうほとんど終わりを迎えておりますので、この事業の進展状況などの

お話を伺って、良い次のニーズ調査が、能勢町の住民の実態がしっかり

と受け止められるように、そんな調査になればと思っております。今日、

お集りの皆様方、この会議を十分に使っていただきまして、ご忌憚のな

いご意見を賜りますことをお願いいたしまして、はじめのご挨拶にかえ

させていただきます。どうもよろしくお願いいたします。 

小島会長ありがとうございました。それでは会議次第進行につきまし

ては、本町の子ども・子育て会議設置条例の規定に基づきまして、会長

にお願いをしたいと思います。小島会長よろしくお願いいたします。 

それでは、進行を務めさせていただきます。まずはじめに、案件①と

いたしまして、能勢町子ども・子育て支援事業計画にかかるニーズ調査

の実施について、事務局よりご説明をいただきたく思います。どうぞ、

よろしくお願いいたします。 

失礼いたします。どうぞよろしくお願いいたします。平素から子ども・

子育て会議、並びに各種支援事業の推進につきまして、委員の皆様方に

ご理解、ご協力をいただきまして、ありがとうございます。それでは着

座にて失礼をさせていただきます。 

 そういたしましたら、次第の下の方に記載の配付資料で、案件①のニ

ーズ調査の実施についてということで、まず資料１と資料２、それから

資料３、資料４、資料５、資料６、それから参考資料１から４というこ

とで配付をさせていただいております。説明につきましては、まず、調

査票の中身に入ります前に、全体の概要でありますとか、スケジュール

等につきまして、資料１に基づき説明をさせていただきました後に、今

回のニーズ調査につきましても、２種類調査票がございます。就学前の

お子さんを対象にした調査票と、就学児童を対象にした調査票がござい

まして、各内容につきましては全体の説明が終わりましたら、後ほど説

明をさせていただくという流れで進めさせていただければと思います。 

どうぞ、資料の方が何分大量になっており誠に申し訳ありませんが、そ

ういう形で進めさせていただければと思います。 

 まず、資料１の方をご覧ください。この次期子ども・子育て支援事業

計画策定のためのニーズ調査ということでございます。内容につきまし

ては、前回の７月の会議でもご説明をさせていただきましたけれども、

子ども・子育て支援法第６１条の規定によりまして、市町村子ども・子

育て支援事業計画を策定するものでございます。町といたしましては、

次の３２年度から３６年度までの５年間を対象とした第２期の計画とし

て位置づけおり、本年度から来年度にかけて作業の準備を進めていくも

のでございます。 

 また、その計画策定の基礎となります教育・保育並びに地域子ども子
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育て支援の需要量の見込みを設定するにあたりましては、今後利用希望

をニーズ調査により把握し、基礎資料としてさせていただきたいと思っ

ております。調査につきましては、今回につきましてもアンケート形式

で行いたいと思います。具体的な調査票のイメージにつきましては、ま

た、後ほど各調査票の説明の際にご説明をさせていただきますけれども、

資料５、資料６ということで、イメージとして示しをさせていただいて

おります。資料５につきましては就学前のお子さんを対象とした調査票

でございます。資料６につきましては、就学の児童を対象とした調査票

でございます。この各調査票につきましては、本来でございましたら、

５年前の調査票をベースに今回用の調査票として、内閣府及び大阪府が

質問項目等を新たに追加した内容、イメージを盛り込んだうえで、本日

の会議でお示しをさせていただくべきところではございますけれども、

先般、１１月２２日に国の通知を受け大阪府では審議会において、考え

方等々を審議されたところでございますので、この審議された内容につ

きましても、国からの追加項目を新たに府としても追加する程度の変更

で、特に大きな変更はないと聞いている段階でございますので、本日の

会議でご覧いただいている調査票のイメージにつきましては、前回５年

前の調査票のイメージをベースにご提案をさせていただいている内容に

なっております。したがいまして、今月の１１月３０日に市町村連絡会

ということで説明会がございます。この説明会において、具体的に府の

調査票のイメージが開示されますので、それを踏まえて調査票のレイア

ウトとか表現等々、見直しをさせていただいて、完成版を作ってまいり

たいと考えておるところでございます。 

 それで、調査票でございますけれども、この資料１の１ページの真ん

中に、参考までに前回行いましたニーズ調査結果についてお知らせをし

ております。今回の調査の対象につきましても、５年前の調査と同様に、

就学前の児童と就学児童それぞれの保護者を対象に、行う予定でござい

ます。就学前児童は約１６０世帯、就学児童は約２４０世帯の保護者を

対象に行う予定にしております。調査票の配付につきましては、前回と

同様に、小学校、幼稚園、保育所を通じまして、また、町内の小学校、

幼稚園、保育所に通っていないお子さん、家庭には個別に郵送で調査を

お願いさせていただきたいと計画をしております。また、小学校、幼稚

園におかれましては、今後、あらためて準備が整いましたら、ご依頼、

ご調整等させていただければと考えておりますので、調査の円滑な実施

につきまして、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。

また、調査票の回収後の動きといたしましては、資料１の２ページにあ

りますように、調査結果のデータ収集・入力、単純集計、クロス集計等々、

集約分析を行ってまいりまして、年度内には調査結果の速報版、最終的

には調査報告書として、お示しができればというところまで考えている

ところでございます。また、５番の計画策定実施スケジュールにもござ

いますけれども、３１年度におきましては、今年度末のニーズ調査の結

果を踏まえまして、利用量の見込みの設定であるとか、目標の設定を踏

まえ、計画の策定をいたします。策定する前にはパブリックコメントの
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手続きを踏んだうえで、最終的には年度末に策定を行っていきたいと考

えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上が資料１のニーズ調査の実施にあたりましての説明でございま

す。それを踏まえまして、つづきまして、個別に調査票２種類ございま

すけれども、資料５の就学前児童用のニーズ調査票について説明をさせ

ていただきます。 

それでは資料５をご覧ください。併せまして資料５をみながら資料２

でございますけれども、資料２につきましては、この調査票の各項目を、

大項目の区分で並べたものでございまして、府のひな形、国のひな形、

これにつきましては前回の調査時の設問番号となっております。また、

○印がついている必須項目については、国のひな形において必須である

ということで、表示しているものになります。中央から右側の今回の調

査票というところが、このたび未就学であるところは資料５、小学生と

いうところは資料６の設問番号を整理させていただいたものでございま

して、大きくいいますと、前回の国のひな形、府のひな形に対して、今

回能勢町として行う調査票の内容について対比させたものとなっていま

す。この資料２の２枚目をめくっていただきまして、下の方ですが、就

学児童として、放課後児童クラブの利用とか、子どもの放課後の過ごし

方、地域での自然体験等への参加というところでございますが、この項

目では、小学生を対象とする調査票の項目になりますので、上の一覧と

は区分させていただいております。 

そうしましたら、資料５の調査票イメージをご覧ください。まず、１

ページでございます。点線の枠内につきましては、今回用に内容を改め

ておりませんが、今後、府の調査票イメージを踏まえまして改めさせて

いただきたいと思います。次に、２ページ以降の説明に入っていくわけ

ですけれども、設問項目がかなりございますので、資料２一覧表を参考

にしながら、平行して説明をさせていただきます。 

 まず３ページから７ページにおきましては、家族の構成や保護者の働

いている状況などというところで、そういった内容での設問になってお

ります。 

 ３ページの居住地域や家族の状況、これは量の見込みを算出するうえ

では重要な項目になります。問１については能勢町では小学校は１校で

ございますので、ここの旧校区名を今回は選択肢というところで、○で

囲んでいただけるよう、レイアウトの見直しをしております。 

 続いて、８ページでございますけれども、平日の定期的な教育・保育

事業の利用状況というところで、平日お子さんが利用されている幼稚園、

保育所やサービス等、教育・保育事業についての利用状況についての質

問になります。 

 次に、９ページでございます。９ページから１０ページで、問１９に

つきましてはお子さんが病気になったときの対応についての質問になっ

ております。 

 次に１１ページでございますけれども、問２０については、平日に定

期的に利用させたい施設やサービスとして、現在お子さんが施設やサー
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ビスを利用している、利用していないにかかわらず、お子さんに定期的

に利用させたい、あるいは保護者が定期的に利用したいと考える施設や

サービスについてお尋ねする質問になります。 

 次のページの１２ページになります。問２１と問２２、これにつきま

しては、土曜、休日や長期休業期間中の定期的な利用規模について、お

尋ねしている質問になります。 

 次に１７ページになりますけれども、問２７、問２８、１８ページの

問２９と問３０では来年度小学校に入学されるお子さんに、就学後の放

課後の過ごし方についてお伺いしている質問になります。これについて

放課後児童クラブの参考としたいと考えています。 

 次に、１８ページから２０ページにかけまして、問３１から問３３に

なりますけれども、その部分につきましてはお子さんの不定期な利用や

宿泊を伴う一時預かり等の利用についての質問になっております。 

 また、同じページの２０ページの中ほどから、２１ページにかけて、

問３４、問３５、問３６、この部分では能勢町での子育て支援サービス

の利用状況についてお伺いする質問になっております。 

 それから２１ページの問３５と問３５－１でも、内容についてはこの

ような内容になっております。 

 次に２２ページの問３７と問３８については、能勢町における子育て

環境や子育て支援への満足度についてお伺いをしております。これは大

阪府での独自項目の設定に従う形となっております。また、問３８の選

択肢では、基本的に前回の府の調査票イメージにそって、今回も設定し

ておりますけれども、選択肢の府の調査票でいいましたら問１６になる

のですが、今回１６番のみ、今回の調査票では削除をしております。 

 それから、２２ページ下の段の問３９ですが、これも大阪府の独自項

目です。これも従う形で生活習慣についての質問になります。 

 次のページの２３ページ、問４０から問４２でございます。これも大

阪府独自の項目でこれに従う設定で、生活環境の整備や子どもの安全に

ついてお伺いする質問になっています。 

また、２３ページの問４３から２６ページの問４７にかけては、子育

てに関する意識について、お伺いする質問になっています。 

 それで、今の調査項目のなかで、ちょっと戻りますが、大阪府と町の

調査票で異なるところがありまして、１４ページの問２３－４と問２３

－５でございますが、この２つの問につきましては、前回府の調査票イ

メージと比較、確認いたしましたところ、問２３－５が府の調査票でい

うところの問２３－４になっておりまして、町のいうところの問２３－

４が問２３－ということで前後が入れ替わっております。これは、次の

問２３－６が実際の職場復帰と希望が異なるケースでの設問になってい

るがために、問２３－６に関連するということで、前回の町の調査票イ

メージのとおりの問の並びにさせていただいております。各質問の内容

については変わりませんが、回答者への配慮をした形での質問の順にし

ております。 

 他は特に表現等、質問の趣旨に反しない範囲で書いております。基本
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的には前回の調査票を踏まえて、今回については、調査票そのものをみ

やすく、レイアウトを配慮させていただいておるところでございます。 

 大変、説明が前後したところもございましたが、就学前児童用にかか

る調査票についての説明につきましては以上のとおりとなっておりま

す。 

 続いてになってしまいますけれども、就学児童の調査票の説明の方に

移らせていただきたいと思います。 

 資料につきましては、今度は資料６をご覧いただけましたらと思いま

す。 

 この資料６を中心にご説明をさせていただきますけれども、先ほどと

同じように資料２も併せてご覧いただければと思います。資料６の就学

児童用の調査票につきましては、全１８ページで３４問の構成となって

おります。ここの１ページにつきましては先ほどと同じように、修正等

加えさせていただきまして、対応等させていただきたく思います。 

 それでは、資料６につきましては、先ほどの資料５の就学前児童の質

問と重複する部分が多数ございますので、資料につきましては、資料５

と異なる部分のみ説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願

いします。 

 それでは、６ページからになります。６ページから８ページの問１３

から問１５につきましては、放課後児童クラブの利用についての項目を

設けております。 

 また、同じ１３ページの設問２５から１４ページの問２７につきまし

ては、お子さんの地域での自然体験などへの参加についてお伺いするた

めの項目を設けております。 

 最後に、問３４のその他につきましては、１８ページにございますけ

れども、教育・保育環境の充実など子育ての環境や子育て支援に関して、

幅広いご意見を頂戴するための項目となっております。 

以上、就学児童につきましては、就学前児童の質問項目と異なるとこ

ろを中心にご説明の方をさせていただきました。 

今後のスケジュールといたしましては、年内にも今回国から新たに示

される項目等を追加させていただきまして、加えて、委員の皆様からお

寄せ頂きましたご意見等も踏まえ、調査票イメージの確定をいたしまし

て、１月には調査票の印刷、配付準備をさせていただき、１月末から遅

くとも２月初旬には保護者の皆様へ調査票を配付できればと考えておる

ところでございます。したがいまして、本日限りでは、なかなか調査票

のページ数も多く、資料も多岐にわたっておりますので、事前配付資料

にも添付させていただいておりますけれども、本日、お帰りになられて

からでも、ご意見がございましたら、１２月５日を一応の期限とさせて

いただきまして、意見集約の方をさせていただければと考えております

ので、そういった形でよろしくお願いをしたいと思います。調査票を確

定させていただきました内容につきましては、委員の皆さまへはあらた

めて郵送にてお知らせをさせていただく対応をとらせていただければと

思いますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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 以上で、ニーズ調査についてのご説明を終わらせていただきます。 

はい、ありがとうございました。只今、１番目の案件、次期能勢町子

ども・子育て支援事業計画に係るニーズ調査の実施についてということ

で、説明を伺いました。 

 今日お集りの皆様方からのご意見を伺い、そしてまだご意見が、十分

にまとめきれなかった場合、あるいは目を通しきれなかった場合には、

１２月５日を目途に、内容についてご意見がありましたら、事務局の方

にということでございます。そののちに、新しいニーズ調査のきちんと

したものを事務局の方で作成をされ、それを私たちのもとにも配付いた

だくという説明だったと思いますけれども、たくさんの説明がありまし

たので、なかなか皆さん方のもとにすべてが届いたかということが、ち

ょっと私自身が不安なものですから、皆さん方いかがでしょうか。ここ

でさて、ご意見がございますでしょうか。 

はい。先生よろしくお願いします。 

 診療所医師の宇佐美です。５年前の回収率４０パーセント驚異的だな

ともうんですけれども、大阪府の回収率、平均というか、ほかの自治体

の回収率がどれくらいなのか把握されていますか。純粋にこの資料が保

護者に届いた瞬間、お忙しいお母さんが多いと思われる中で、まず、そ

のままおいといて、気が付いたら期限が過ぎているような、自分の家を

考えたときにそうかと思います。お子さんの数によりますし、２人、３

人大変かと思いますので、書くのは無理かなと思っていますし、途中ま

で書いたけれども、もうやめようという方が多いのかなと予想するなか

で、４割の回収率というのは以前も子どもの実態調査で、大阪府平均と

比べて結構驚異的な回収率ということで聞いたんで、能勢町の親御さん

たちは一生懸命書いてくれる、そういう土壌があるのかなと思うのです

が、やっぱり自分自身に置き換えたときに、これはもうあきらめようか

な、どうしようかな、どうせ反映されないですし、という気持ちになる

と思うんです。これは純粋に、子育て世帯として自分たちの生活の時間

の使い方で、じっくりこれに向き合っている時間がないんではないかな

と思いますし、まとめて一気に書く時間もないと思うので、僕の個人的

な希望としては、まず、大きく表紙のところに、アンケート全体にだい

たい何十分くらいかかるのか書いといてほしいなと思います。それで、

何設問あって１設問あたり３分から５分くらいで、日々こつこつと書き

あげて送っていただきたいんですということを親切に書いていただく

か、その前にまずたぶん実際に子育てしていらっしゃる職員の方が、一

回本気で書いてやってほしいです。実際にやってみてたいへんだなと思

ったところで、なんかもう少しナビゲーション的なことがあれば、今の

アンケートって、アンケート実施することが目的ではなくで、アンケー

トを回収してちゃんとそれを、しかも回収するときにちゃんとそれを書

けるお家って余裕があるお家だと思うんですね。だから残りの６０％く

らいの書かない余裕がないお家にはどんなニーズがあるのか、ほんとに

必要としているニーズ調査ができないことになってしまうので、やっぱ

りもっと回収率を上げないといけない。でもこれは現実問題難しい。だ
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からちょっとでも親切な設問にしないといけない。大阪府が示している

ひな形をもとにつくらないといけないと思うし、大いに参考になるかと

は思いますけれども、そこに能勢町らしさを出していくためには、もっ

と見やすい、これもだいぶ見やすくしてくれているのですけれども、そ

ういうこれぐらいだったらやってみようかなとかいう気持ちになるよう

な、全体が書けなくても、せめてここだけは答えてくださいとか、しな

いのがいいのかもしれませんが、せめてここだけのデータをとりたいと

いうのがあるのだったら、そういうのを戦略的に、いかにきちんとデー

タを回収できるかというのを計画してやったほうが、有意義な、ニーズ

調査をすることが目的ではなくて、ニーズをちゃんと回収することが目

的だと思うので、そこをちょっと意識して作っていただきたいなという

ことが個人的な希望です。 

ありがとうございました。今、先生がまず一つは、回収率のことにつ

きまして、能勢町はすごく高い回収率をあげているけれども、他の市町

村では一体どうなんだろうというのがまず１点目、２点目ではニーズ調

査ではこのアンケートは大切だけれども、今の時代を考えたときに、お

母様とお父様も大変忙しい生活をしていらっしゃる。そういうなかで、

はたしてこれだけのアンケートに対してのきっちりと答えが得られるだ

ろうか、これがやっぱりほんとに能勢町としてこれは得たいというもの

があるんであれば、その辺に絞るのも一つの方法ではないかということ

とともに、この調査にあたっては、はいそれじゃお送りいたしました、

どうぞ書いてくださいじゃなくって、もう少しこまめに、全部書いてい

ただくと、これくらいかかるのです、なお、よろしくお願いしますとか、

全部書けない場合は、この項目、この項目についてはお願いしますとか、

そういう細かに配慮ですね、こういうことが必要じゃないかなという意

見がでております。まず回収率はいかがなものでしょうか。 

先ほどご質問にありましたように、他の市町村、府内の状況というと

ころは、確かな情報、数値の方は持ち合わせておりませんけれども、一

般的に郵送で送り郵送で回収でありましたら、３割から４割の間という

ところが一般的な回収率かなと考えておるところです。前回につきまし

ては、所属機関がある子どもさんについては所属機関を通じて、このア

ンケート調査を配付させていただいております。回収については郵送と

なっておりましたので、回収率が４２パーセント程度というところで、

高めの数字が出てきたのかなと思っております。２８年度に実施をさせ

ていただきました子どもの生活に係る実態調査については、回収につい

ても所属機関を通じて回収をさせていただきましたので、保護者の方の

回収率も７割を超えるような非常に高い結果となっております。今回に

つきましては、回収については、郵送でだしていただくというところで

考えておりますので、できる限り回収率を高めるような形で、先ほどあ

りましたように、いろいろと工夫したなかで、取り組んでまいりたいと

思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

はい、ということでございまして、できる限り回収率を高めたい、そ

ういうことを今回はしっかりと踏まえていただきまして、先生から出ま
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した意見、ほんとに子育て中のママ、パパはほんとに大変だと思います。

お風呂に入れて休ましたらもう１０時、１１時、それから、さて、家事

の片づけをしてからとなりますと、ちょっとこの調査があるけど失礼さ

せてもらおうかと思っているうちに、日が来てしまって回答できなかっ

た場合、そうすると正しいニーズはきっちり出てこないんじゃないかな

と懸念をされますので、この調査ですけれども、ほんとにそういう回収

してくださる機関等がございます場合は、声をかけていただく。でもお

声かけがなければ、人間というのはなかなか、直接今にかかわりのない

ものはどんどん後に追いやっていく可能性がありますので、正しい能勢

町の皆さんのニーズが得られないということは、せっかくしても残念で

すし、その事業を新しく組んだところで参加していただけないとなれば、

ほんとにもったいないので、大事にしていただいて、これをもとにして、

より皆さんが書きやすい、答えが出しやすい、そしてこのアンケートが

アンケート成果として帰ってくる、そんなことを願いたいと思いますの

で、今一度よろしくお願いをしたいと思います。そのほか、ございませ

んでしょうか。 

はい、どうぞ。 

重なる部分があるんですけれども、今、家庭教育支援員さんもものす

ごく活躍をしていただいていると思いますので、そういう方にも少し協

力をいただくとか、タイミングの問題等があって、なかなか訪問と重な

ったりすることはないかもしれませんけれども、前回５年前にニーズ調

査をすることによって、どういうメリットがあったか、その調査によっ

て、どういう対策ができたことも、検証していきながら、進めることも

必要だと思います。 

このニーズ調査にご協力くださいという表紙は、把握するための調査

ですとしか書いていなくて、把握したからどうなのかということは何も

ふれていないので、そのあたりも一生懸命答えたら、何か反映されるの

かないうことも、お伝えしたいなというふうに感じました。以上です。 

はい。ありがとうございました。一つは回収率を高める。タイミング

的には難しいかもしれませんが、そういう意味から、今能勢町で取り組

んでくださっております、家庭教育支援員さんの協力を得て、一声をか

けていただきますと、より回収率が良くなるんじゃないかなと、いうこ

とでございます。 

 それから、もう１点、ニーズ調査の一番最初に趣旨をご協力ください

ということの趣旨を、これは前の趣旨がこうでございまして、今度でま

した新しい趣旨を組み入れて、そしてこの文章化を再度、検討をくださ

るようでございますけれども、今ご意見がありましたように、人間とい

うのは、結果がわかって協力しようとする気持ちになる人もたくさんい

ます。いい結果はわかれば、私の意見もここで組み入れられたんだな、

だから書いてみようか、だから提出してみようか、そんなこともやはり

出てこようかと思います。そういう意味で、能勢町ではいろんなことに

取り組まれていますけれども、こういうことができた、こういうことが

子どもに反映しているんだよとか、というふうなこともどこか趣旨のな
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かにいれていただくことも、ほんとに調査をより確実なものにするため

のいい方法だと思いますので、また事務局の方、この趣旨につきまして、

表紙を変えていただくときに、ちょっとそういうことも配慮くだされば

と思います。よろしくお願いしたいと思います。 

すみません。はいどうぞ。 

ご意見ありがとうございます。まず、家庭教育支援員さんの３学期の

訪問でございますが、ご提案いただきましたように、調査票を配付する

時期とおそらく訪問していただく時期が重複する可能性が高いというと

ころがございますので、できるかぎり声かけを、小学校４年生までで、

あとは年長さんが対象というところで、そこだけにはなってしまうんで

すけれども、できる限りお声かけをさせていただいて、先ほどご提言が

ありましたような形で取り組みを進めれたらと思っております。 

 あとこの子ども・子育て支援事業計画をどのようなところに反映をし

ていくのかというところではございますが、先ほど倉中の方から説明を

させていただきましたけれども、いろいろと多岐にわたる質問をします

けれども、そのなかで、家庭類型の分類ということで、対象となる子ど

もさんが何歳なのかとか、就労の状況がどうなのかというところで、こ

のアンケートから求めます。そのなかで、どのようなサービスの利用意

向があるのかとういうところで、その量の見込みを算出するということ

になっておりますので、この答えていただいたその結果が、その量の見

込みにすべて反映されていくこととなりますので、その答えていただい

たことがきちんと計画の量のなかに反映されるようなところを、お知ら

せをするような工夫ができればと思いますので、その辺を検討させてい

ただけたらと思います。 

ということで、只今、宇佐美先生（委員）と市村委員より貴重なご意

見を伺いました。事務局の方からも反映していこうということでござい

ますので、たいへんお仕事が混んでいる中、申し訳ないと思いますけれ

ども、よろしくお願いをしたいと思います。ほかに、案件①に対しまし

てご意見ございませんでしょうか。 

はい。 

事務局から若干補足説明をさせていただきたいと思います。資料１の

２ページをお願いをしたいと思いますが、先ほどから配付・回収という

ような話も出ておりました。そこで配付の方法は先ほど私の回答のなか

で申し上げさせていただいたんですけれども、配付の時期でございます

が、いまのところ、１月中旬から下旬というところで調整の方をさせて

いただいております。加えて回収につきましては、２月の中旬ごろまで

には回収をしたいなというところのタイムスケジュールで取り組みを進

めていきたいなとおもっているところでございます。この２ページの下

段のところで、策定のスケジュールもお示しをさせていただいていると

ころです。本日このニーズ調査の内容を皆さんでみていただいたうえで、

１月配付そしてまた集計というところで、第３回の会議でアンケート結

果について、その時点でのまとめた内容になるかと思いますが、お示し

をさせていただくと。そして３１年度につきましては具体に量の見込み
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がでてきますので、どのように立てていくのかというところで、この会

議でいろんなご意見を賜りながら計画策定に向けて、取り組んでまいり

たいと思っております。 

 基本的にはこの子ども・子育て支援事業計画につきましては、１８歳

未満の子どもさん、ご家庭への支援というところになるんですが、本町

では現在切れ目のない支援をしていこうというところで取り組みを進め

ています。この子ども・子育ての計画の範囲を若干超えますけれども、

１８歳以上のいわゆる子ども・若者世代、１８歳から３９歳までという

ところになるんですけれども、そちらへもきっちり支援を引き継いでい

くというところも視野に入れて、この計画、来年度策定するときには、

そういうふうなところの部分の考えも含めて、策定していけたらと考え

ておりますので、皆様のご意見を賜りながら、計画策定に向けて取り組

んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

ということで、今事務局の方から能勢町ならではですけれども、切れ

目のないというところで、若者に至るまでいろんな形で支援をというと

ころでございます。この１番の案件につきまして、他に皆さんございま

せんでしょうか。また、それでは、ちょっと時間がありますときに、ニ

ーズ調査の項目等ももう一度皆さん方ご一読をいただきまして、最初に

ありましたように１２月５日までにご意見がありましたら事務局にとい

うことですので、ご協力くださいますことを、お願いをいたしまして、

案件②平成３０年度子ども・子育て支援事業の取組状況について、お話

に入ってまいりたいと思いますので、どうぞ事務局の方お願いしたいと

思います。 

すみません、そうしましたら３０年度の子ども・子育て支援事業の取

組状況についてというところで、お手元の資料７をお願いしたいと思い

ます。こちらにつきましては、第１回の本会議におきまして、経過報告

をさせていただいておるところでございますけれども、主にそれから以

降取組状況で変化があった、取組みが進んだというところを主に報告の

方をさせていただきたいと思います。 

 資料７のまず１番の子育て・家庭教育支援事業でございます。実施内

容で、①家庭教育支援事業スーパーバイズ等に係る費用でございますけ

れども、こちらにつきましては、枠内で実績の方を書いておりますけれ

ども、８月３０日に子どもが創る明るい未来推進会議として、大阪府立

大学の山野則子教授に、来ていただきまして子どもの貧困に起因する諸

課題というところでスーパーバイズをいただいたところでございます。

また、能勢町の家庭教育支援チーム「ほっこり」の支援員が和歌山県の

橋本市の家庭教育支援チーム「ヘスティア」の視察に９月２０日にいっ

ております。橋本市の取組につきましては、能勢町の「ほっこり」が全

戸訪問するスタイルをとっているのですが、そのような形ではなく子育

て中の保護者が参加できる講座とかワークショップを行っている、違っ

た形での家庭教育支援をされているところです。そういうふうな家庭教

育支援の方策を学んできたところです。 

また、１０月２８日につきましては、親学習会の開催ということで、
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立命館大学の客員教授団士郎さんをお招きして、家族の力を考える身近

な“家族の物語”という講演会の方を開催させていただきまして、４９

名の参加がありました。 

次に、１ページの下段の枠内でございますけれども、家庭教育支援チ

ーム「ほっこり」は学期に１回の家庭訪問をさせて頂いております。２

学期につきましては、対象となる訪問件数は、１７９件となっておりま

す。そのうち、保護者の方と面会できたのが１７０件、子どもと面会で

きたのが６件、インターホンで話ができたのは２件、あと不在なんです

けれどもこれ２件と書いておるんですけれども、すみません誤りで１件

でございます。合わせまして１７９件となります。よろしくお願いをし

たいと思います。 

資料の２ページをお願いします。今年度の新しい取り組みというとこ

ろで、学校と関係機関等との連携を深めていこうというところで、スク

ールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーを、府から派遣されて

いるんですけれども、町独自のスクールソーシャルワーカー、スクール

カウンセラーということで、任命をさせていただいております。そのス

クールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの方に小中支援連携

会議、また、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー小中

高連携会議というところで、高校は能勢高校が参加をしていただいてお

るんですけれども、このような会議を開催して、教育と福祉が連携し小

中高と切れ目のない支援を実現するにあたり、関係機関との連携を図る

ために、支援方策の検討や課題の検討を行ったところでございます。 

 次に、一つ飛ばさせていただいて、⑥の子どもの貧困対策強化促進事

業につきましては、大阪府立大学と協働して現在取り組んでおるもので

ございます。具体的には枠内で書かせていただいている項目に取り組ん

でいるところなんですが、何をどうしようかとしているのかにつきまし

ては、福祉と教育、学校が連携して必要な方に支援が行き届く仕組みづ

くりをめざしてこの調査研究業務をさせていただいております。また、

この調査研究業務の報告書、とりまとめができましたら、本会議におき

ましても、ご報告させていただきたいと思っておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 資料の３ページをお願いします。子どもの居場所づくり事業でござい

ます。こちらにつきましては、教育委員会と福祉部局が協働して現在取

り組んでいる事業でございます。中ほどの枠内でございますけれども、

長期休業中の居場所づくりというところで、夏休みにつきましては、７

日間夏休み元気広場を開催させていただきまして、３日間は夏休み学習

会を開催させていただきました。夏休み元気広場につきましては、昼食

の提供又は今年度は小学校のプールも活用させていただいて、プログラ

ムを提供させていただいたところです。７日間で参加者７１０人という

ところで、１日あたり１００名以上の参加があったというところで、昨

年度は３日間開催して、１２６人の参加でございましたので、大きく参

加者が増えたというところです。また、夏休みの学習会につきましても

今年度は学校で開催をさせていただきました。昨年度は役場の横の生涯
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学習センターで開催させていただいたんですけれども、今年度は学校で

開催をさせていただいて、送迎のバスも運行したというところで、参加

者も１６６人、昨年度の１９名からは大きく参加者が増えたというとこ

ろでございます。また、冬休みにつきましても、現在２日間、１２月２

５日と１月７日に元気広場を開催しようとしているところです。 

次に、地域における居場所づくりというところで、地域展開型の居場

所づくりといっておるんですけれども、能勢町内にある社会福祉施設で

順次開設をしていただいております。夏休みについては５施設、今回冬

休みについては６施設でこういう地域展開型の居場所を提供していただ

けることになっています。実績については５ページをお願いします。夏

休みのフリースペースの開設実績ですけれども、第２三恵園、なごみ苑、

くりのみ園、大里荘という５つの施設で開設をしていただきました。延

べ５７日間で、延べ開設時間は２７１．５時間、参加者数が３２９名と

いうことになっておりますが、大里荘での参加については一般の方が多

数ということでございますので、すべてが子どもさんの参加ではないと

いうところでございますが、子どもさんもこういうスペースに来て、多

世代での交流があったというところの実績がここで示されておるという

ところでございます。 

資料の６ページをお願いしたいと思います。こちらが冬休みのフリー

スペースというところで、周知用に作成をさせていただいたチラシでご

ざいます。夏休みのフリースペースにつきましては、直前にしか周知が

できていなかったので、今回はこのような場所もあるというところで、

中学生や小学生に周知をしてまいりたいと思います。この資料につきま

しても、また小中学校を通じて配布ができればというところで、考えて

おるとことでございます。また、広報１２月号でもフリースペースの記

事を掲載して周知を図っているところです。また、子どもだけに限らず、

だれもが集える場所になればというところで、考えているところです。 

で、冬休みからはこちら左下の歌垣地区にあるともがきさんもこのフ

リースペースに参画していただいて、計６施設でこのような場所が提供

されることとなっております。施設によって、申し込みがいらないよ、

というところもありますし、申し込みが必要だというところもあります。

また、常設でこの長期休業中に限らず、いつも空いてる施設もございま

すし、この夏休み限定で開けていただいている施設もございます。また

施設によっていろんな工作ができるスペース、勉強ができるスペースが

あるとか、喫茶スペースがあるとか、ご飯が提供できるよとかいろんな

ところで取り組みをしていただいているところでございますので、また、

委員の皆様につきましても広く周知の方、ご協力をしていただけたらと

思います。 

資料の７ページでございますが、先ほども申し上げましたけれども、

ここの居場所は子どもさんに限らず、一般の方の居場所にもなればとい

う思いもございますので、一般用のチラシというところでこういうもの

も、作らせていただいておりますので、参考までにつけさせていただい

ております。 
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 資料の３ページに戻っていただきたいと思います。④の子どもの居場

所づくり支援業務についてでございますけれども、今説明をさせていた

だきました地域展開型の居場所づくりを踏まえて、平成３０年度は助走

期間としてこの取組を３１年度につなげるために、やはりこの居場所を

継続的に持続可能なものにしていくためには、やはり体制の整備が必要

になってくるのかな、というところで能勢町における資源の創出や事業

モデルの構築を目指して現在関係機関と調整中というところで、この業

務に取り組んでいけたらと考えておるところです。 

 続きまして資料４ページでございますが、子育て短期支援事業でござ

います。これは保護者の疾病等により、家庭において子どもの養育が一

時的に困難な場合に、一時的に子どもを児童養護施設等において預かり、

養育保護を行う事業でございます。今年度から新たに取り組んでおるも

のでございますけれども、こちらにつきましても亀岡市にある社会福祉

法人青葉学園と委託契約をし、万が一こういう事案が発生した場合には、

この青葉学園にて対応していただけるというところの調整ができており

ますけれども、現時点においては利用の実績はございません。 

 そういたしましたら、本日当日配付をさせていただきました、資料７

の１枚ものの方をよろしくお願いしたいと思います。こちらにつきまし

ては、５歳児年中児の健康診査事業について記載をしております。前回

は下半期の実施に向け、準備中ですという報告をさせていただいたもの

でございますけれども、５歳児検診につきましては、支援を必要とする

児童を早期に発見し、子どもや保護者のサポートを開始することで、ス

ムーズな就学につなげていきたいと考えているものでございます。実績

といたしましては、９月１１日と１１月１３日の２回既に実施させてい

ただいております。９月につきましては、対象者１６人で１６人とも、

１００％の受診をさせていただいております。１１月につきましては１

４人中８人というところで５７％の受診率、３回目に１月８日に最後の

１回を計画しております。この５歳児検診につきましては、宇佐美委員

をはじめ心理判定員、作業療法士、町保健師、町管理栄養士、町保育士

などがこの５歳児検診に従事しているというところでございます。 

 次に、５の年長児支援事業についてでございます。こちらについては

新たに報告をさせていただくものでございます。年長児支援事業につき

ましては、翌年に就学を迎える６歳児を対象に５歳児検診の結果及び養

育事業等の経過を踏まえ、児がもつ特徴に応じた支援を行うことにより、

その課題をできるだけ正確に把握するとともに、就学準備教室等の経験

を通じて、児の成長を促すものでございます。また、保護者との懇談や

相談の機会を通じて、児の課題はもとより、家庭が抱える課題等につい

ても、母子担当や教育委員会等関係機関が情報共有し、連携することに

より、児のスムーズな就学を支援するものとして、実施をしているとこ

ろでございます。就学準備教室につきましては、９月から２月までの第

１水曜と第４週曜日に教室を開催し、どちらかの曜日に申込をしてもら

っております。来年度就学を迎える児童さんについては対象が４４人と

いうところでございまして、今回、参加をしていただいている方につい
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ては２３人が申込をしていただいて、この教室に参加をしていただいて

いるところです。この教室については心理判定員、作業療法士、また、

元教員の支援員、また町の保健師、町の教育委員会の指導主事などが従

事させていただいております。長い説明になりましたけれども、３０年

度の取組の経過報告についてさせていただきました。よろしくお願いい

たします。 

ありがとうございました。本年度の子ども・子育て支援事業の多彩な

取り組みのご報告をいただきました。今継続中のもの、あるいは終了し

たもの等々、たくさん事業をしてくださっておりますが、この案件につ

きましてご質問ご意見等がおありでしょうか。おありの方よろしくお願

いしたいと思います。 

はいどうぞ。 

いつもありがとうございます。いろんな取組をしていただいて、子ど

もたちがいろんなことに参加をしていっていると思うんですけれども、

先ほどのアンケートともかかわる部分があるんですけれども、来てほし

い子はなかなか来にくい状況だとか、アンケートを出してほしい人がな

かなか出してもらえないということが現実はたくさんあって、たぶん福

祉とか教育とかの現場のなかで、いろんな先進的な取り組みの中で、大

切にしないといけないのは、とにかく今までなら場所をつくって子ども

たちに来てねということだけでは、そういう子どもたちはなかなかこな

い、さっき言うておられましたアウトリーチ型の家庭教育支援をどう進

めるかということで、たぶん今いろんなところでやっていると思うんで

すね。だから、このほっこりさんがやっているような取組をいかにどん

どん進めていけるか、ただ、やはりここまでは踏み込めないというとこ

ろがきっとあるんだろうと思うんですけれども、やっぱりアウトリーチ

型で家庭訪問をされているという効果を聞かせてもらいたいなと、だい

ぶ情報が入ってくるんですけれども、個人情報の課題があって、なかな

か情報共有というところがやはり福祉ともなかなかできにくい部分が実

際ありますね。そこらへんをどういう風に進めていったらいいのか、こ

こでちょっと教えていただいたら、やっぱり学校の現場では毎日先生た

ちは家庭や子どもたちと毎日向き合う、一生懸命やってくれています。

やっぱり子どもたちに寄り添った指導ができるためのもっといい方法を

教えていただけたらと思うんですけれども。もう一つは、居場所をいろ

んなところに作るのはすごく大事なんですけれども、今の子どもたちの

保護者もなんか預けたらいいやとか、なんか受け身で行って参加したら

いいやというのはだいぶもう終わったのかなと思っているんです。昔の

子ども会のような形で、自分たちが企画をするとか自分たちが考えると

いうことが、また必要な時代になってきていると思います。だから、で

も場所があるのはすごくありがたい。そこに行ってつながっていく部分

はあるけれども、全部大人とかが考えすぎて、楽しいことあるよ寄って

おいでだけでは、今後子どもたちが今度大人になったときに、結局その

やり方を知らなければ、同じようなことになっていくので、たぶん私た

ちが小さいときに、行ってそこの竹を切らせてもらったりだとか、いろ
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事務局（福祉課） 

んなこと、あんたらまかしたでみたいなところでやってきた経験がある

んだけれども、今はそういった経験がなくなって、この居場所づくりの

今後のあり方というものをちょっと考えていかないといけないのかな、

一緒にできることいっぱいあると思うんです。これだけ能勢町はいろん

なところで、企画をしていただいていて、このフリースペースなんかで

も、よく私もいろいろ聞いた話なんかでは、お年寄りとかはこの交流で、

子どもたちが行ってほんと話をするだけでお年寄りの方が、今までにな

い話ができてよかったとか。子どもたちもそれがすごく楽しくて、毎回

ご飯を食べていきたいだとか、ただ、保護者が知らずにどうなっている

んだという話がでてきたりするんですけれども。でもやっていくことは

すごく大事だなと思っているので。こういう活動をつづけながら、ちょ

っと新しいことも入れていくというのが必要なんかなと思っているの

で、また皆さんのご意見を教えてほしいと思います。ありがとうござい

ます。 

はい、ありがとうございました。ということで、今の支援事業にかか

わりまして、今先生の方から、３つほど課題を挙げていただきました。

支援員の問題はこれからまだまだ進んでいくと思います。で、次の２番

目に挙げていただきましたのが個人情報の問題です。これはほんとにど

この社会でもどこまでがどうなのかということが、たいへん問題になっ

ておりますので、また事務局の方からその辺のことを事務局の方から後

でお知らせをいただけたらありがたいと思います。で、この言葉がすご

いよぎりまして、この言葉でこれ以上できることができてないといいま

しょうか、言葉の壁に遮られて、ほんとはいいんだろうけれども、子ど

も・子育てだけじゃなくて、ほんとに社会全体の課題だと思っています。 

 それから３番目の居場所づくりに関しましては、三島先生がおっしゃ

ったなかで、本当に必要としている子どもがきちんと参加できているの

だろうかとういうご心配もありましょうし、私たちも心配はしますね。

こうやってたくさんのチラシなり案内なりを配っていただいても、先ほ

どのお話にもありましたけれども、見れる方はしっかり見ていただいて

いる、時間があったから見てくださっている、そして子どもにいろいろ

促していただいているんですけれども、もうほんとに、新聞折り込みの

ようにいっぱい入りますと、後で見ようということにしてたら、全部過

ぎてしまったとか、そんなこともありますね。そのあたりの問題も一つ

も問題として整理をしてくださっていると思います。 

それから、３番目はほんとに大人たちが周囲の者がいろんな意味で支

援をしているけれども、子どもが受け身になってしまって、そういう良

さをなかなか譲っていけない、そう意味ですね。そういう意味で、やっ

ぱり子どもの活躍できるもの、こういう居場所づくりが充実するなかで、

子どもが運営し、子どもが計画するようなそんな場面もこれから作って

くださるかと思いますけれども、必要だなということだったと思います

ので、ちょっとそのことにつきまして、事務局の方何かご意見がありま

したら、お受けいただけたらと思います。 

まず、家庭教育支援事業の効果でございますけれども、やはりそのご
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説明をさせていただいておるんですけれども、支援員の方は学校の先生

でもない、行政の職員でもない、地域の方がやはり家庭に訪問していた

だいて、そこでいろんなつながりを構築していただいているところでご

ざいます。そのつながりを通じて、その家庭に対して、いろんな支援が

できていけたらと考えております。関係づくりができていけば何かその

つながりがよりほかのつながりにつながっていくと、そういうところの

効果が出てきているのかなというところで、実際感じているところでご

ざいます。個人情報につきましては、先ほどご説明をさせていただきま

した、大阪府立大学と、今一緒に取り組んでおります業務におきまして

も、やはり、学校と教育と福祉が連携するなかで、個人情報の取り扱い

については一定必要であろうというところで、現在、能勢町の個人情報

保護審査会の委員をしていただいております、近畿大学の吉川准教授と

もお話をしていただいているなかで、どういうふうな取り扱いがいいの

かというところで、取組を進めているところでございますので、それに

つきましても今年度中に、一定の方向性をお示しができればと考えてお

ります。個人情報も大切でございますけれども、何が子どもの支援にと

って一番大切なのかという視点も忘れずに、個人情報の取り扱いを考え

ていけたらというところで、思っておるところでございます。 

 次に、必要な児童にどのように届けるのか、というところにつきまし

ては、２年前にさせていただいた生活実態調査のなかでも大きな課題で

あるというところで、結果として出てきているところでございますので、

こちらにつきましては、家庭教育支援さんへのアプローチとかいろんな

アプローチの仕方がありますので、小学校中学校の先生方の協力も得な

がら、できる限りその支援を届けていけたらというところで、考えてい

るところです。また、居場所において子どもたちが力を発揮する場の提

供というところでございます。地域の居場所におきましても、すべてが

すべて準備をして遊んでねというようなことではないと思います。そう

いう場を提供することによって、昔からいろんな関係づくりができてき

てた場というところで、子どもたちが力を発揮できたらなというところ

で考えているところでございますし、やはり、地域の方と交流するとい

うところの考え方につきましては、一定前回教育委員会から報告があり

ました現在取り組んでいただいているコミュニティ・スクールでの取り

組みのなかでも、そういうところは体験していけるのかなというところ

で考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

ということで、今、能勢町として取り組んでくださること、あるいは、

これから今日の今出ました意見を対応しながら、また、新しい部分への

１ページを開いていく、というようなことで事務局の方からお答えを頂

戴いたしました。よろしゅうございますでしょうか。それでは以降継続

し、そして時々もまた私たちも教えていただいたら、うれしいなと思い

ます。 

ほかにこれについて、ご質問等々ございませんでしょうか。 

ございませんか。 

 （特に意見なし） 
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それでは、特にございませんようですので、それでは、案件③教育・

保育施設の利用定員の変更について、ということで事務局よりお願いを

いたします。 

それでは案件の３番目でありますけれども、これにつきましては、教

育・保育施設の利用定員の変更ということで案件とさせていただいてお

ります。これにつきまして、本会議におきましてご意見を頂戴したいと

思います。 

 しかしながら、今回のこの案件につきましては、みどり丘幼稚園の利

用定員の変更ということになります。本会議の委員としてご参画をいた

だいております三浦委員におかれましては、当該施設の園長をお務めで

いらっしゃいます。つきましては、恐縮ではございますけれども、この

審議にあたりまして、ご本人に直接利害関係がある案件でございますの

で、まずこの場から一時退席をいただきたいといふうに思います。大変

申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。 

それでは、三浦委員にご退席をいただきましたので、案件に入らせて

いただきたいと思います。まず、園長の退席につきましてはご賛同いた

だけますね。 

 （反対の意見なし） 

それでは、ご賛同いただけたということで、よろしくお願いします。 

 （三浦委員 退席） 

それでは、事務局の方から案件につきまして説明の方、よろしくお願い

をいたします。 

そういたしましたら、案件③教育・保育施設の利用定員の変更につい

てご説明をさせていただきます。本日、机上にて配付させていただきま

した資料８をご覧ください。 

この資料８につきましては、認定こども園みどり丘幼稚園における教

育・保育施設の利用定員の変更ということでございます。 

 資料にありますように、子ども・子育て支援法第 32 条第 1 項の規定

により、施設の方から、平成３１年４月より、２号認定と３号認定の利

用定員を増やす申請がございました。 

変更内容につきましては、本会議の委員の皆様の意見を賜り、最終的に

大阪府知事へ届け出が必要となっているものです。 

また、利用定員変更の内容でございますが、資料の３ページの上段の

表をご覧ください。 

現在の平成３０年度の利用定員ですが、１号２６０名、２号２５名、

３号５名で合計２９０名でございます。また、平成３０年度４月当初の

利用児童数については、表の上から２段目のご覧のとおりでございます。

来年度４月当初の利用見込み児童数は、表の一番下の段の人数でござい

ますが、そのうち２・３号部分については、広域利用対象児童の利用増

が見込まれるとのことを理由として、現状の利用定員を上回る見込みで

あるため、２号を３２名、３号を８名に変更するものです。なお、今回、

２号、３号の利用定員変更については、いずれも、施設全体の認可定員

３４０名に対し変更後の利用定員が３００名となっておりますので、利
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用定員の設定等は認可定員の範囲内で設定されている申請になっており

ます。この内容につきまして、本日の子ども・子育て会議の委員の皆様

にご意見をご頂戴賜りまして、この結果を受けまして大阪府へ届け出を

行っていきたいと思いますので、どうぞご審議の方よろしくお願いいた

します。 

ありがとうございました。只今、みどり丘幼稚園の次年度の定員につ

きまして事務局の方からご説明を伺いました。それに関しまして皆様方

のご意見ご質問等をお受けしたいと思います。 

ご意見ございませんか。 

 （特にご意見なし） 

ないようでございますね。それでは、みどり丘幼稚園の利用定員の変

更につきまして、皆様方で適当ですというご意見でよろしゅうございま

すでしょうか。来年度は定数の枠内で増員があるだろうということでご

意見を頂戴し皆さんの賛同を得ましたということで、よろしいでしょう

か。 

（反対のご意見なし） 

はい、どうもありがとうございました。それでは府への届け出の方、

よろしくお願い申し上げます。 

 三浦委員にお戻りいただきたいと思いますので、事務局の方よろしく

お願いします。 

 （三浦委員 入室、着席） 

どうもありがとうございました。それでは、全員揃いまして、最後の

案件となってまいりました。案件④その他につきまして、事務局の方か

らよろしくお願いいたします。 

 教育委員会からお知らせをさせていただきます。本日机上に配付させ

ていただきました冬のイベント情報（未定稿）の段階ではございますけ

れども、お示しをさせていただいております。これにつきましては、先

ほど、３０年度の取組みの事業にも出ておりましたけれども、冬休み元

気広場であるとかフリースペースに行ってみようとか、いうものと合わ

せまして冬休みから１月２月にかけまして、展開していく事業について

のお知らせでございます。これは、小学生については学校を通じて近日

中に配付をさせていただきます。中学生についても対象となる事業につ

いても学校を通じて対応をさせていただきます。１ページでは冬休み元

気広場１２月２５日、裏面にはプログラムを書かせていただいておりま

す。この元気広場につきましては、お手伝いいただくボランティアの方

も募集をしているところです。また、少しでもどなたかお声がけを頂け

たら大変うれしく思いますので、よろしくお願いをいたします。それと

あと、１月１９日にはスポーツ推進委員会と子ども会育成会の合同での

行事として冬のレクレーション＆スポーツひろばということを学校の方

で行うことを予定しています。次に１２月１５日の土曜日でございます。

３９歳までの若者支援ということで、子ども・若者支援地域ネットワー

ク強化促進事業ということで現在取り組んでいるところでございます。

立命館大学の山本耕平先生をお招きをいたしまして、能勢町の若者支援
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のこれからということでご講演をいただくことになっております。場所

につきましては、保健福祉センター２階の多目的室の方で午後２時から

ということでございますので、お時間よろしければぜひご講演の方来て

いただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

次のページの２月１６日でございますけれども、町 P の協議会の主催で

ございますけれども、小学校、中学校の児童、生徒、保護者、教職員が

対象になりますけれども、横浜国立大学の青山先生にお越しいただいて

親子で美文字レッスンという研修会をさせていただきます。以上、冬の

イベント情報ということで、お知らせでございます。また、皆さんも特

に１２月１５日講演会には、ぜひお越しいただければというふうに思い

ます。以上です。 

ありがとうございました。教育委員会の方から配付いただいておりま

す冬のイベント情報のお知らせ、そして、１２月１５日若者支援のこれ

からということで講演会のお誘い、PTA 協議会の親子で美文字レッスン

でございます。お時間がありましたら皆様お誘いあわせでご参加いただ

けたら、うれしいと思います。そのほかございませんでしょうか。 

はい、どうぞ。 

そしたら事務局の方から、今、教育委員会寺内次長の方からありまし

たけれども、同じような関連の行事のお話をさせていただきたいと思い

ます。１１月３０日には既に皆様方各委員様あてご案内をさせていただ

いているかと存じますけれども、３０日金曜日には北海道津別町の社会

福祉協議会局長さんをお招きし、大阪市立大学の野村先生がコーディネ

ータを務めていただく、いわゆる我が事・丸ごとの地域づくりの研修会

ということで、その実践の報告とフリートークということで、開催をさ

せていただきます。先ほど来、この会議で議論をいただいておりますよ

うな子どももそうではありますけれども、これからの地域全体での社会

での取り組む必要性について、この講演会等でも勉強をいただければと

いう風に思いますので、ぜひご参加をいただければというふうに思いま

す。そして、また、関連をいたしまして、子どもから障がいのあるなし

にかかわらず、そしてまた、高齢介護の状況があるなしにかかわりませ

ず、すべての世代が切れ目なくつながる地域共生社会の実現に向けてと

いうことで、それぞれの所管、委員会が合同で、能勢町の地域づくりを

進めていきたいという思いがございまして、２月１０日でまだ先ではご

ざいますけれども、地域共生社会の実現に向けた、テーマ等もまだ未定

ではございますが、この子ども・子育て会議の皆様方、そして障がいの

各種計画の推進委員会の皆様方、そして高齢介護の事業計画の推進委員

の皆様方、そしてそれらを包含する地域福祉計画の推進委員の皆様方を

はじめ、町民の皆様方を対象にした講演会といいましょうか、パネルデ

ィスカッション、フォーラムを開催させていただきたいというのが２月

１０日でございます。時間は９時３０分を予定しております浄るりシア

ターの小ホールで開催を考えているところでございます。こちらにつき

ましても、ぜひともご参加をいただければと思います。 

それと、本会議には直接関係ございませんけれども、１２月１９日にこ
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れは高齢介護の視点になりますけれども、そちらの視点からわが事・丸

ごとの地域共生社会の実現に向けたこちらも研修会がございますので、

それにつきましても、１４時から小ホールでまたご参加を頂けたらと思

います。１２月１９日と２月１０日これにつきましては、能勢町の社会

福祉協議会が主催として開催いただくということになってございます。

我々福祉課も携わるものでございまして、ぜひともご参加をいただけれ

ばというふうに思います。 

 そうしましたら、その他の案件です。先ほど、子ども・子育て支援事

業の策定のスキームについて資料に基づいて説明を申し上げたところで

はございますけれども、その中で関連いたしますこのアンケートのやり

とりも含めて最終の状況の報告も含めまして、第３回の本会議の開催の

日程調整をさせていただければと思います。これにつきましては、たい

へん恐縮にございます。事務局、あるいはそれぞれの取り巻く環境、状

況、スケジュールによりまして、たいへん申し訳ございませんけれども、

３月２８日木曜日です、年度末のほんとにギリギリの時期になってしま

います、また事務局の都合も含めて、調整といいながら決定事項といい

ましょうか、３月２８日木曜の午前中で、ぜひとも皆様方ご予定をいた

だければ、というふうに思っております。今回の日程でございますが、

ご意見をいただきながら、差支えなければ、３月２８日木曜の午前中、

できましたら同じ１０時からということで、開催をさせていただければ

というふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。開催されるイベント、行事につきましては

一人でも多くの皆様に、「みんなちがって、みんないい。」そんな共生社

会の実現を目指しての講演会であろうと思いますし、このご参加の方も

よろしくお願いをしたいと思います。 

そして、最後は第３回の子ども・子育て会議の日程でありますけれど

も、昨年度も末だったような気がしますが、本年度も３月２８日木曜で

お願いをいたしたいと思いますので、よろしくお願いしたいという、事

務局からの報告でございました。お願いをいたします。皆様方ご質問ご

意見ございませんでしょうか。 

 （特に質問なし） 

それでは、ないようでございますので、この日程でよろしくお願いい

たします。 

それでは、皆さんのなかで、ここまでで、言い忘れた、ぜひお願いを

しておきたい、とうふうなご意見がもしございましたら、この場で伺い

たいと思います。ありませんでしょうか。 

（特にご意見なし） 

ないようでございますので、閉会のあいさつと今日のまとめというこ

とで、樺山先生の方よりお願いをしたいと思います。 

今日はほんとにお疲れさまでした。最後のまとめというかコメントも

合わせて挨拶に返させていただきたいと思います。まず、今日ははじめ

にニーズ調査の実施ということで、いろいろとご意見ありがとうござい

ました。そのなかで、あがってない声がやっぱりニーズとして大切では
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ないかという意見もありましたけれども、ほんとにその通りだなと思い

ますので、今回のニーズ調査はできるだけ回収率をあげていくような形

でのブラシアップを最後やっていくことが重要かなというふうに思われ

ました。やはり上がってない部分でのニーズというところを拾うという

ところがおそらく全力を注ぐことが重要かなと思っております。能勢町

はやはり、今回のアンケートからインフォーマルサポートからフォーマ

ルサポートいろいろあるんですけれども、このフォーマルなサポートは

数にしっかりとあがってくると思われますが、おそらく充実しているも

のって、インフォーマルサポートだと思うのです。そういったことが充

実しているので、先生おっしゃったみたいに、すごく回収率が高かった

りするのかな、そういうところはとても充実している部分で、いろいろ

とみていかれたらいいなと思いました。いろいろと今回の案件の２番で

いろんな事業それからこれから取り組まれていく経過を聞かせていただ

きましたけれども、５歳児検診だとか、今ほんとに切れ目のない支援を

ということで言われていまして、５歳児検診も今まで、乳幼児期から就

学という制度の切れ目のなかでスムーズにつなげていくこと、受診率が

１００パーセントということで、やはり町民の方の意識もありますし、

周りの方々の制度の充実というところが、すごくスムーズに進んでおら

れるのだと実感させていただきました。 

そのなかで、いろいろ事業を進める中で、多くの方が多角的にいろん

な職種の方が重なり合って進めることがすごく重要かなと思いまして、

切れ目切れ目のなかで、スポット落ちてしまうところだとか、困難な事

例だとか、いろいろとあるかと思うんですけれども、いろんな人がいろ

んなところからかかわるという、そういうことによって、よりよいアイ

デアがでたりだとか、いろんな困難ケースが好転したりだとか、そうい

うことがあるっていうことで、はじめに会長さんがおっしゃったみたい

に、「みんなちがって、みんないい」っていうのがすごく生きてくるよう

なことを意識してされたらいいなと思いました。子育てとは違うのです

が、地域で高齢の方でいきいき百歳体操というものを、すごく進められ

ている効果検証を大学でさせていただきまして、やっぱり地域参加して

いるというところで、体の方もすごく効果があがっていましたし、心身

面でもすごく効果があって、参加されている方々の理由にも、人との交

流がほしいというようなそういったことを求めて参加されているものを

見させていただいている、人と人とのつながりでいろんな健康に対する

成果があることを実感いたしました。また、これから地域共生社会の実

現ということで、年度末にもフォーラムだとか開催されいろいろ推進さ

れるなかで、ちょっと最後に切れ目のないなかで、実は子育て中のママ

は実は子育てに必死で、自身の健康について考える実はちょっと制度の

隙間におられる方々がたくさんおられるわけなんです。なので、やはり

まずは直接育てる保護者の方々が元気でないといけないですし、それを

支えるおじいちゃん、おばあちゃんが元気でないといけないですし、少

し周りも健康でいられるようにお互い声を掛け合い、気遣いあうみたい

な、そういった町全体で健康になるっていうことを、それが直接的に子
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どもの健康につながっていくと思いますので、全体をつながりあってお

互いに考えあってすすめていけるような街づくりを進めていけたらなと

思いました。今日はほんとにお疲れさまでした。 

はい、ありがとうございました。そうしましたらたいへん最後の案件

にもありましたけれども、年度末またこの会議までに様々な事業を展開

してまいりますし、本日ご審議をいただきました３０年度の事業につき

ましても、なお進行中の部分もございますので、そういったことも含め

まして、また、アンケートの速報も含めまして、次回の審議により深い

審議を賜りまして、実効性の高い次期計画の策定に向けて動いていきた

いと思います。これにつきましても計画をつくるのが目的ではございま

せんし、アンケートをすること自体が目的ではございませんので、しっ

かりその中身を形になる、そしてまた住民の皆さんにわかりやすい施策

展開、そして住民の皆さんが参画しているんだという実感がわくような

施策展開ができればいいのかなと改めて感じているところです。 

本日は、何かとお忙しい中ご出席をいただきまして、そしてまた、長

時間ご審議を賜りまして、ありがとうございました。これをもちまして、

第 2 回の子ども・子育て会議を閉じたいというふうに思います。本日は

どうもありがとうございました。 

 

 

 


